
オンライン資格確認等システムにおいて、

令和4年9月11日より診療情報が閲覧可能となります
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○医療機関・薬局においては、患者ご本人の同意のもと、これまでの「薬剤情報・特定健診等情報」
に加え、受診歴や診療行為名などの「診療情報」が閲覧可能になります。

○ また、令和5年5月11日より、マイナポータルだけでなく医療機関・薬局においても、
手術情報も含む「診療情報」が閲覧可能になります。
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